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2018司法書士オープン【総合編①】 

記述式(不動産登記) 

 

採点講評 
 

第 1欄について 

第 1欄では，平成 30年 3月 5日に申請した別紙 1の土地についての申請情報を解答する

ことになります。ここでは，判決による中間省略登記について検討をすることになります。 

本問では，ＢはＡに対し，別紙 1の土地のＢ持分全部を売り渡し（未登記），その後，買

主Ａが死亡し，Ｄが別紙 1 の土地のＡ持分全部を単独で相続しており，ＤはＢを被告とし

て別紙 1の土地についてＢ持分全部移転登記手続を求める訴えを提起しています。そして，

判決主文には「被告（Ｂ）は，原告（Ｄ）に対し，別紙物件目録記載の土地につき，原告

の持分を 5 分の 3 とし，平成 29 年 6 月 2 日売買を原因とする持分移転登記手続をせよ。」

との記載があります（別紙 6）。判決主文に「平成 29年 6月 2日売買を原因とする」と記載

されていることから，主文に登記原因が明示されており，この場合には，中間及び最終の

登記原因に「相続，遺贈等」が含まれている場合であっても，直接にＤに対して売買によ

る持分移転登記を申請することができるとされています。よって，売買による持分全部移

転の登記１件を解答することになります。この点について答案を見てみると，買主Ａへの

売買による移転の登記，次いで，Ｄへの相続による移転の登記と２件の登記を解答してい

るものが結構ありました。できなかった方は，見直しをしておいてください。次にこの登

記の申請情報の内容について見てみると，気になった点としては，本問は判決の登記であ

り，Ｄが単独で申請することになるので，申請人の欄において「（申請人）」と記載するこ

ところ，この記載がないものが結構あった点です。また，持分移転の登記なので，移転す

る持分を記載するところ，持分の記載がないものが見受けられました。この点は，解答の

際に記載を忘れやすいところと言えますので，所有権一部移転や持分移転の登記のときは，

持分の記載を忘れないように注意しておいてください。 

 

第 2欄について 

第 2欄では，平成 30年 3月 5日に申請した別紙 4の土地についての申請情報を解答する

ことになります。ここでは，信託の登記における受託者の死亡について検討をすることに

なります。 

本問では，共同受託者 2 名のうち 1 名が死亡しています。このような場合，死亡した受

託者の任務が終了し，残存受託者が単独の受託者となり，合有登記名義人変更の登記を申

請することになります。この点について答案を見てみると，他の受託者への移転の登記や，

相続人への移転の登記，あるいは信託の登記変更とするものが多くあり，合有登記名義人

変更の登記と解答できているものは少なかったです。できなかった方は，見直しをしてお
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いてください。次に合有登記名義人変更の登記の申請情報の内容について見てみると，本

問では原因が，「受託者Ａ死亡による変更」となるところ，「相続」とするものが結構あり，

相続人への変更とする内容のものがありました。間違えてしまった方は，2人以上いる受託

者のうち，1人の受託者が死亡した場合，信託に関する権利義務は相続人に承継されるので

はなく，他の受託者に承継される点も含め見直しをしておいてください。次に，この登記

の申請においては，残存受託者の単独申請となるところ，共同申請として解答しているも

のが結構ありました。間違えてしまった方は，辞任又は解任の場合には，任務が終了した

受託者と残存受託者との共同申請となりますが，死亡，法人の合併以外の理由による解散，

破産手続開始の決定，後見開始又は保佐開始の審判の場合には，残存受託者の単独申請と

なる点に注意をしておいてください。次に，この登記の登録免許税については，「登録免許

税法第７条第１項第３号により非課税」となるところ，「1,000 円」としているものが結構

ありました。間違えてしまった方は，見直しをしておいてください。 

 

第 3欄について 

第 3 欄では，平成 30 年 5 月 2 日に申請した登記の申請情報を解答することになります。

ここでは，抵当権の追加設定について検討をすることになります。 

本問では，別紙 1 の土地で登記されている抵当権の被担保債権を担保するために，①Ｄ

が新たに取得した持分，②別紙 2 及び別紙 3 の土地のうち，Ｄが所有権を有している部分

全てにつき，抵当権の追加設定をしています。①については，及ぼす変更の登記となり，

②については，別紙 2 の土地が所有権であり，別紙 3 の土地が持分であるところ，登記の

目的が「抵当権設定」と「Ｄ持分抵当権設定」となり，これらの登記は「登記の目的」が

異なるため一の申請情報によって申請することができないのではないかが問題点となって

いました。①について答案を見てみると，多くの方が及ぼす変更の登記として解答ができ

ていました。②については「抵当権設定及びＤ持分抵当権設定」を目的として，一の申請

情報で申請をすることができますので，1件でこの登記を解答することになります。この点

について答案を見てみると，「抵当権設定」と「Ｄ持分抵当権設定」の 2 件の申請情報で

解答をしているものが結構ありました。間違えてしまった方は，見直しをしておいてくだ

さい。次に，及ぼす変更の登記の申請情報について見てみると，登記の目的が「２番抵当

権の効力を所有権全部に及ぼす変更」となるところ，正確に記載できていないものが見受

けられました。また，原因が「平成２９年７月２日金銭消費貸借平成３０年５月１日設定」

となるところ，「平成３０年５月１日設定」のみとするものや，「平成３０年５月１日変

更」とするものが見受けられました。それぞれ間違えてしまったところは見直しをし，次

回から記載できるようにしておいてください。次に抵当権設定の登記の申請情報について

見てみると，追加設定の登録免許税は「1,500円」であるところ，本問では，不動産 2個を

目的とした追加設定であり，登録免許税が「3000 円」となる点がポイントになっていまし

た。この点について答案を見てみると，「1,500円」と解答しているものが結構ありました。
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間違えてしまった方は，見直しをしておいてください。 

 

第 4欄について 

第 4欄では，平成 30年 5月 15日に申請した登記の申請情報を解答することになります。

ここでは，共有物分割について検討をすることになります。 

本問では，Ｂ（持分 4分の 2），Ｄ（持分 4分の 1）及びＧ株式会社（持分 4分の 1，代表

取締役はＢ）の共有不動産について，Ｂが単独で所有する旨の共有物分割をしています。

このような場合，Ｄ，Ｇ株式会社持分全部移転を目的とする登記を申請することができま

すが，本問では，Ｄ持分には第 3 欄において抵当権が設定されたので，第三者の権利の目

的となっており，抵当権が設定されていないＧ株式会社持分との一括申請をすることはで

きないとする点がポイントになっていました。よって，ここでは問題文において「一の申

請情報によって申請することができないと判断したときは，Ｇ株式会社の持分移転の登

記の申請情報のみを記載しなさい。」とあるので，Ｇ株式会社持分全部移転の登記を解答

することになります。この点について答案を見てみると，一の申請情報で，Ｄ，Ｇ株式会

社持分全部移転の登記を解答しているものが結構ありました。間違えてしまった方は，見

直しをしておいてください。また本問では，ＢがＧ株式会社の代表取締役であり，利益相

反取引となっている点がポイントになっていました。よって，添付情報として，「登記原因

につき第三者の許可，同意又は承諾を証する情報及び当該情報の作成者の印鑑に関する証

明書」（オ）を解答することになります。この点について答案を見てみると，これを解答で

きていないものが結構ありました。できなかった方は，法人が当事者となるときは，利益

相反取引の検討を忘れないように注意しておいてください。また，承認機関についていて

も注意をしておいてください。取締役会設置会社の場合は「取締役会」ですが，取締役会

非設置会社の場合は「株主総会」となりますので，問題で具体的書面の解答が求められた

場合は，「取締役会議事録」か「株主総会議事録」かを別紙や問題文から判断してください。 

 

第 5欄について 

第 5欄では，平成 30年 5月 31日に申請した登記の申請情報を解答することになります。

ここでは，売買，氏名変更及び住所移転について検討をすることになります。 

本問では，登記名義人(売主)につき，売買契約前に氏名変更があり，売買契約後に住所

移転がありますが，いずれも，売買による移転の登記前に登記名義人の住所氏名の変更の

登記をしておく必要があります。よって，1 件目に所有権登記名義人住所氏名変更の登記，

2件目に売買による移転の登記を解答することになります。この点について答案を見てみる

と，多くの方が，この順番で解答できていました。次にそれぞれの登記の申請情報の内容

について見てみると，所有権登記名義人住所氏名変更の登記については，登記の目的が「所

有権登記名義人住所，氏名変更（ただし，順位番号後記のとおり）」となるところ，「（ただ

し，順位番号後記のとおり）」の記載がないものが見受けられました。また，本問では，不
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動産 2個についての登記ですので，「2,000円」となるところ，「1,000円」と解答している

ものが見受けらました。間違えてしまった方は，見直しをしておいてください。売買によ

る移転の登記については，本問では，買主Ｅが地上権者である点がポイントになっており，

この様な場合，登録免許税の税率は，法定の税率に 100分の 50を乗じて計算した割合とな

ります。よって，登録免許税は，「15 万円」（1500 万円（別紙 1 の土地の課税標準 1000 万

円＋別紙 2の土地の課税標準 500万円）×1000分の 20×100分の 50）となります。この点

について，答案を見てみると，「30万円」としているものが多く，正解できている方は少な

かったです。できなかった方は，この点の知識のほか，登記記録の確認が重要な点も含め，

見直しをしておいてください。また，買主Ｅが地上権者である点において，Ｅが所有権を

取得した場合，混同が生じて地上権は消滅するのが原則ですが，本問においては，Ｅの地

上権に後れて両土地にＦの抵当権が設定されているため，混同の例外に該当し，混同によ

る地上権の抹消登記を申請することはできないとする点が問われていました。この点につ

いて答案を見てみると，混同による地上権の抹消登記を解答しているものが見受けらまし

た。間違えてしまった方は，見直しをしておいてください。 


